
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和８年３月２３日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１０分 

会   場  安城市役所本庁舎３階 第１０会議室 

 

委員会を構成

する委員数 

 

出席委員数 

 

 

欠席委員 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

 

  

法第８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２８名 

 

法第８条による委員数                １３名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

 都築 英治委員、黒田 清吾推進委員、沓名 重康推進委委員 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

仲道事務局長、近藤事務局課長、池田主幹、石原係長、細井主査、 

池田主事、青山 

 

 

３  神谷 力 委員 

１１ 菱田 政量 委員 

 

  

 



会議の記録 

 

午後２時３０分、林茂樹会長は議長となり開会を宣する。 

 

続いて議長は、議事録署名者として次の２名を指名 

議事録署名者は ３番 神谷 力 委員 １１番 菱田 政量 委員 

また、欠席者は ７番 都築 英治 委員 ２番 黒田 清吾 推進委員  

２４番 沓名 重康 推進委委員 

 

続いて議長は議事に従い、下記のとおり議案を上程 

 

□ 日程第１ 第９号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

上記の議題について細井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第１第９号議案、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明申

し上げます。今回の申請は、受付番号１８番の１件です。 

申請内容は、所有権移転をするものが１件です。 

譲受人の理由は、農耕に精進するためが１件です。 

譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが１件です。 

 耕作従事要件や周辺地域との調和要件など、書類審査や現地調査などで確認

しており、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たすと考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第２ 第１０号議案 農地法第４条の規定による許可申請について及

び日程第３ 第１１号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

上記の議題について池田主事から次のとおり説明があった。 

 

それでは、日程第２第１０号議案、農地法第４条の規定による許可申請につい

てご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号３番、４番の２件です。転用用途は農業用倉庫が１件、

農家住宅の離れが１件です。 



続きまして、日程第３第１１号議案 農地法第５条の規定による許可申請に

ついて説明いたします。 

今回の申請は、受付番号１５番から２７番までの１３件です。転用施設別に見

ますと、一般個人住宅が５件、駐車場が４件、粘土採掘場が１件、診療所が１件、

調剤薬局が１件、育苗施設兼駐車場が１件です。 

お配りしています『１,０００㎡以上の案件位置図』と書かれた資料をご覧く

ださい。 

今回、個別説明をする大規模案件はございませんが、申請面積１，０００㎡以

上の案件について、受付番号１９番の駐車場、２３番の駐車場、２５番の粘土採

掘場の位置図を載せていますので場所をご確認ください。 

個別に気になる案件がございましたら後ほどお問い合わせください。 

なお、いずれの転用計画につきましても、土砂の流出や汚水・雨水の排水処理

などについて、周囲農地等への悪影響を未然に防止する計画となっており、建築

許可申請等の他法令上の手続がされていることを確認しております。 

今回の申請に関する現地調査につきましては、３月１３日(金)に神谷力委員

と山村京子委員に行っていただき、現地にて申請書類と農地区分やその許可の

基準等について確認していただいております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第１２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい   

て 

 

上記の議題について青山から次のとおり説明があった。 

 

日程第４第１２号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてご

説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１番の１件です。内容審査及び現地調査を行った結果、

納税猶予を受けるに適格であると認められます。 

本日ご承認いただきましたら、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を発

行する予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 



□ 日程第５ 報告第３号 専決処分について 

 

上記の議題について青山から次のとおり説明があった。 

 

日程第５報告第３号、専決処分についてご報告いたします。 

始めに、農地法第４条の届出についてご説明申し上げます。今回の届出は、受

付番号２番の１件です。転用の事由としましては、共同住宅の建築が１件です。 

続きまして、農地法第５条の届出についてご説明申し上げます。今回の届出は、

受付番号６番から９番の４件です。転用の事由としましては、共同住宅の建築が

１件、分譲用宅地用地が１件、住宅の建築が２件です。 

続きまして農地法第１８条による合意解約についてご説明申し上げます。今

回の申請は、受付番号３７番から５３番の１７件です。解約事由別にみますと、

自作するためが１件、売却するためが１件、他の農地を借りるためが１件、利用

権設定するためが５件、転用するためが９件です。 

続きまして、１２ページ、現況証明願についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号２番から３番の２件です。申請地は２０年以上前から

宅地として一体利用されています。 

最後に１３ページ、事業計画変更についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１番の１件です。変更事由としましては、粘土採掘場

として継続利用、田から採掘場へ追加するためが１件です。 

以上で説明を終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、次の通り質問があった 

 

〇 杉浦泰明推進委員 

 農地法第１８条の受付番号４５から５１番ですが、●●町●●でかなり多く

の農地が転用されるということで、対象となる営農さんがどのくらいの面積か

見ると、●●さんが３反７畝くらいで、●●が４反６畝くらいでした。営農継続

支援金の対象は５反以上ないといけないからこれは対象にならないんですよね。 

 

〇 石原係長 

 この場で即答できないので確認させていただき、お答えさせていただきたい

と思います。 

 

〇 杉浦泰明推進委員 

 確かルールは１年以内と聞いたような聞かないような気がしますが、１年の



期間の考え方、いつからいつまでという考え方によっては他でも転用があれば

５反以上になる可能性もあるので、せっかく作った営農継続支援金ですので、な

るべく農家さんの有利になるような考え方で実施していたけるとありがたいな

と思います。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、協議依頼事項について次のとおり説明があった。 

 

１ 除外申出に係る２７号計画の策定について  

 

上記の協議依頼事項について池田主事から次のとおり説明があった。 

 

それでは事前にお配りした「安城市の農業の振興に関する計画（２７号計画）

調書」をご覧ください。この調書に記載してあるのは、この後の議事「農用地利

用計画変更申出」にも関連いたしますが、令和８年２月２０日付で出されました

農用地区域から除外するための申出のうちの２件です。 

調書に記載のある２つの申出地につきましては、現在施工中の県営かんがい

排水事業明治用水西井筋地区の受益地となっております。 

農用地区域からの除外に関する法令上は、かんがい排水事業完了後、８年を経

過するまでは受益地内の土地を除外することはできないこととなっております

が、設けられる施設が、地域の農業や農村集落の振興に寄与すると認められるこ

とを市の計画として位置づけることで農用地区域から除外することができるよ

うになっております。 

この市の計画をいわゆる２７号計画と呼んでおります。 

今回の案件は農村集落の生活の利便性を図るものや、若者を地域に定住させ

るなど、農村集落の維持拡大をもたらす効果があるものと考えております。 

本市では既存排水路の補修や能力の向上等を目的としたかんがい排水事業の

場合、その受益地内の土地を農用地区域から除外したとしても、事業そのものへ

の影響は小さいことや、受益地が広範囲に及ぶため一律に除外を認めないこと

とすると、農村集落の維持拡大に影響が出かねないことなどから、除外をする必

要性があるものは２７号計画に位置付けるものとしております。 

２７号計画については、農業委員会の意見を聞いたうえで定めることとされ

ておりますので、本日ご提案させていただいております。 

説明は以上です。 

 



議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 農用地利用計画変更申出について 

  

それでは事前にお送りした資料のうちＡ４横の資料で右肩に四角で囲いのあ

る協議依頼事項とある、農用地利用計画変更についてという資料をご覧くださ

い。 

１ページ目は令和８年２月に申出のありました農用地利用計画の変更申出の

総括表となっています。 

 今回の申出の内訳は、農用地区域への編入が１件 面積は１６，５１８㎡、農

用地区域からの除外が２１件 ９１，５９４．３３㎡、農用地から農業用施設用

地への用途変更が４件 ３，４２３．９３㎡、以上合計件数としては２６件の農

用地利用計画の変更申出がありました。 

 なお、令和８年度は安城農業振興地域整備計画の全体見直しを予定している

ため、今回の２月申出を最後に、令和９年１月まで農用地利用計画変更の申出の

受付を停止しており、次の申出は令和９年２月からとなります。その影響で今回

は申出件数が多くなっているものと見込まれます。 

それでは案件についてですが、まず、農用地区域への編入の案件につきまして

は２ページ目に記載しております。今回の申出場所については、令和７年５月に

工場建設のための除外申出により農用地区域から除外した場所ですが、工場建

設が取り止めとなったことから、事業者からの申出に基づき、農用地区域へ再度

編入するものとなっております。 

続きまして農用地区域からの除外については、３ページと４ページに一覧を

記載しております。目的別の内訳としては、分家住宅などの住宅等のためが１４

件、工場建設のためが２件、駐車場や資材置場のためが２件、社会福祉施設など

の店舗サービス施設が１件、公共用地として環境クリーンセンタ―の拡張用地

が１件、その他としてガバナ施設いわゆる都市ガスの整圧をするための施設が

１件の申し出となっています。 

 最後に農用地から農業用施設用地への用途変更の申出につきましては、５ペ

ージ目に記載のとおりですのでご確認ください。 

 以上の案件のうち、編入及び除外のための案件で面積が１０００㎡を超える

案件につきましては、本日配付したＡ４縦のホチキス止めの資料で、協議依頼事

項・農用地利用計画変更申出について、関連資料と書かれた資料に、位置図や土

地利用計画図を載せておりますのでご確認ください。 

なお、農用地利用計画変更に係る現地調査につきましては、３月１３日に、神

谷力委員と山村京子委員にお願いし、実施いたしました。 



 本委員会でご了承いただけましたら、愛知県知事との事前協議の手続きに移

らせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

  

上記の議題について石原係長から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料の１ページをご覧ください。これは、単年度ごとの農業委員会の最

適化活動の目標設定です。この目標につきましては、国の通知に基づき、毎年度

３月末までに翌年度の最適化活動の目標を定めることとされておりますので、

令和８年度の目標設定等をすることとなります。 

 まず１ページですが、農業委員会の状況を数値で表したものでございます。 

 時点は令和８年４月１日とし、１の「農業委員会の現在の体制」、２の「農家・

農地等の概要」については、事務局が把握する数値や、農林業センサスなどの直

近の統計数値を利用しております。 

次に、２ページをご覧いただきまして、ここからが目標の設定となります。 

上段のⅡ「最適化活動の目標」のうち、１「最適化活動の成果目標」として、

（１）農地の集積、２ページ中段に（２）遊休農地の解消、３ページに（３）新

規参入の促進の３項目が挙げられております。 

まず、（１）農地の集積でございますが、②の目標として、「農地の集積の目標

年度」の欄があります。こちらの数値について、愛知県の基本方針で定める目標

値を設定することとされておりますので、県に併せて目標年度は令和１７年度

に、集積率は７０％としております。 

そして、②の目標の右下の「今年度末の集積率（Ｅ）」の欄には、昨年度の目

標設定した６９．０％から、１％増加の７０．０％としております。 

 次に、（２）遊休農地の解消につきましては、現時点では遊休農地はないと整

理しておりますので、省略させていただきます。 

次に、（３）新規参入の促進でございます。この項目の目標設定にあたりまし

ては、新規参入者の数を増やすというものではなく、②の目標の欄の下段に記載

がありますように「新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上

で公表する農地の面積」、つまり、貸付け可能な農地情報を増やすことが目標と

なります。 

こちらの面積は、過去３か年の権利移動面積の平均の１割以上を記入するこ



ととされておりますので、３条許可や利用権設定による権利移動面積の実績を

元に３５．１ｈａとしております。本市においてはなかなか新規参入者に貸付可

能な農地としては現実的ではない数値となってしまっておりますが、国のルー

ルどおりに目標設定を行うとこういった数値となってしまいます。 

 続いて、２「最適化活動の活動目標」ですが、まず、（１）１人当たりの活動

日数として、前年度と同様の「８日」としたいと考えております。また、この活

動日数については、前年度実績を上回る日数を設定することとされております。       

現在、令和７年度実績はまだ確定しておりませんが、仮に令和７年度の実績が８

日以上となった場合には、修正させていただく場合があります。 

次に、（２）活動強化月間の設定目標ですが、強化月間には、７、８月の利用

状況調査（農地パトロール）は、設定できないこととされております。安城市で

は、農地パトロールの一連の流れとして、７、８月の利用状況調査の後に、文書

による農地の利用意向調査、不耕作地に対する指導などを行っておりますので、

前年と同様これらを行う月を強化月間としたいと考えております。 

最後に、（３）新規参入相談会への参加目標でございます。これには、事務局

のみでなく、農業委員、推進委員が１人以上、相談会などに参加することとされ

ております。前年度と同様、安城市のアグリライフ支援センターで野菜づくりコ

ースを受講している方に、安城市が取り組んでいる農地マッチング制度の紹介

などをしてまいりたいと考えております。 

本日ご承認をいただきましたら、令和８年度の目標の設定等を市の公式ウェ

ブサイトで公開をし、県へ提出したいと考えております。 

この件については、以上です。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

４ 安城市情報セキュリティ基本方針の策定について 

  

上記の議題について石原係長から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料４ページ、資料２をご覧ください。安城市農業委員会としてこの

「情報セキュリティ方針」を策定するため協議事項とさせていただきました。 

 まず、「１ 経緯等」からご説明いたします。近年、行政機関におけるネット

ワークを通じた相互接続が急速に進展してまいりました。このような状況にお

いて、地方公共団体のサイバーセキュリティ対策の実効性の担保が必要となっ

てまいりました。要は、パソコンやその中のデータを守るための対策をしっかり

しないといけない、というような意味合いです。このサイバーセキュリティに関



しては、従来は総務省がガイドラインを示して、各地方公共団体が個々の判断で

セキュリティーポリシーを作成していました。要は、自治体ごとに取組がバラバ

ラだったということです。 

 そこで、地方自治法の改正が行われ、情報セキュリティ方針の策定が義務化さ

れました。その下にイメージ図を載せておりますが、左側は、従来のもので、総

務省がガイドラインを作成し、地方公共団体が方針を任意で策定していました。  

右側が法改正後で、法律に基づき総務大臣が指針を作成し、地方公共団体は、方

針を策定しそれを実施することが義務化されました。 

 次に「２ 策定方法」についてですが、既に情報セキュリティポリシーを策定

している団体は、大臣指針を踏まえて必要な見直しを行うことで、地方自治法に

基づく方針と位置付けることができることとされております。また、市長、市議

会、その他の執行機関、この執行機関の中には農業委員会も含まれております。 

それらの執行機関にそれぞれ策定義務がございますが、「共同策定」が可能とさ

れております。 

そこで、安城市では、大臣指針に準じたセキュリティ基本方針を共同策定する

ことといたしました。 

その下にイメージ図がございますが、左側が現行の情報セキュリティポリシ

ー体系です。現在は、安城市情報セキュリティ基本規則や各要綱や手順書などが

作成されておりました。右側が今後のセキュリティポリシー体系です。「安城市

情報セキュリティ基本方針」を各執行機関で共同策定します。従来の規則につい

ては、その下にある「対策基準」として位置づけ、従来の要綱等を「実施手順」

として位置づけることとしております。なお、農業委員会などの市長部局以外の

「その他の執行機関」については、「対策基準」や「実施手順」は策定義務まで

はなく、必要に応じて策定することとされております。 

次に、５ページをご覧いただき、基本方針の内容をご説明いたします。なお、

基本方針の全文については、次の６ページから１０ページに添付させていただ

いておりますが、本日は要点のみを５ページでご説明いたします。 

まず「（１）対象とする行政機関」ですが、「市長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事

業管理者の権限を行う市長並びに議会」となっております。 

「（２）対象とする情報資産」については、パソコンやタブレット、それから

これらを相互接続する通信網など。それから、これらの中で扱う情報となってお

ります。 

「（３）対象とする脅威」ですが、サイバー攻撃、情報資産の無断持ち出し、

無許可ソフトウェアの使用、操作ミス、自然災害、電力供給の遮断などによる情

報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去などとなっております。 



「（４）情報セキュリティ対策」について、（３）で挙げたような脅威への対策

として、組織体制としての対策を始め、情報資産の分類と管理の対策、システム

全体の強靭性向上、物理的・人的・技術的セキュリティを向上させることなどを

掲げております。 

最後に「（５）職員等の順守義務」ですが、ここでいう「職員等」には農業委

員の皆様、推進委員の皆様も含まれております。順守義務としては、情報セキュ

リティの重要性について共通の認識を持つこと、業務の遂行に当たって、情報セ

キュリティポリシー等を遵守すること、とされております。 

ここまで長々と説明いたしましたが、今回の情報セキュリティ基本方針の策

定に当たって、農業委員、推進委員の皆様に直接関係することとしてお願いした

いことといたしましては、農地パトロールで使用しているタブレットの使用に

際し、業務で使用する以外のアプリを無断使用しないこと、業務以外の目的での

インターネットサイトの閲覧をしないこと、それからタブレット本体の管理を

しっかりしていただき紛失や破損、他の方による持ち出しなどがないように管

理していただくことを改めてお願いさせていただきます。 

本日、ご承認をいただきましたら、正式な情報セキュリティ基本方針として決

定させていただきたいと思います。 

説明は以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

 続いて、連絡報告事項について石原係長より次のとおり説明があった。 

 

まず、ここに記載はございませんが、先月の定例会にて承認いただきました

「農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書」につきまして、３月１２日

（木）に第１市長室にて、会長、会長職務代理者にご出席いただきまして、市長

に直接提出をしていただき、皆様からの意見を市長へ直接伝えて参りました。市

からの回答につきましては４月又は５月の定例会でご報告させていただく予定

でございます。 

 

続いて、「１ 令和８年農業委員会開催日程について」ご説明いたします。 

昨年、日程については既にご案内させていただいておりますが、一部修正がご

ざいますので再度ご案内させていただきます。別添で予定表をつけさせていた

だいておりますので、そちらをご覧ください。次期委員の方に関係する部分には

なってしまいますが、右上の７月の予定を修正させていただいております。以前

お配りしたものは２２日だけが開催予定日になっておりましたが、令和８年７



月は改選がございますので、７月２２日（水）に総会を開催し改選に係る任命等

を行わせていただき、２４日（金）に通常の定例会を開催する予定でございます。 

お手数ですが、昨年お配りした予定表につきましては破棄をお願いいたしま

す。 

次に、「２ 愛知県農業会議令和７年度第２回臨時総会」につきましては、３

月２５日（水）に愛知県三の丸庁舎で開催されますので、会長及び事務局課長が

出席をします。 

次に「３ 配付物」ですが、今月は、「のうねん３月号」をお配りいたしまし

た。 

次に、「４ 次回予定」ですが、次回は、懇親会を予定していることに伴いま

して、通常より１時間半ほど遅く開催いたしますので、お間違いのないようお願

いします。 

４月２２日（水）の午後３時から運営委員会を、午後４時から定例会を開催し

まして、定例会の終了後、移動をしていただきまして、午後５時３０分から、す

ず岡において懇親会を開催します。 

なお、懇親会についてですが、皆さんのご出席を前提としております。ご都合

が悪く欠席される場合のみ、３月３１日（火）までに事務局にご連絡くださるよ

うお願いいたします。出席の場合は、連絡不要とします。 

こちら記載がないのですが、６月の定例会の後にも、現委員の皆様の最後の定

例会となりますのでその後に懇親会を予定させていただきたいと考えておりま

すので、そちらもご予定をお願い致します。 

連絡・報告事項については、以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、次の通り報告があった。 

 

〇 杉浦和彦委員 

 

以前、定例会で相談した件について報告します。●●町内に工場が来て開発を

行う計画がありましたが、資金面の都合かは分かりませんが、会社の方針でいっ

たん止まり、予定地が草だらけになっていました。そこでこの会の中で、「どう

にかならないか」と相談しました。事務局のご尽力のおかげと思いますが、工場

側から「●●営農に委託するので、草刈りか除草剤をお願いします」という依頼

がありました。現在、工場の予定地の作業を請け、実際に田んぼを起こしていま

す。以前は草だらけで「火をつけられたら困るね」と言っていたところも、今は

きれいな状態になっています。 

この場で相談し、ご尽力いただいたことへのお礼を申し上げます。ありがとう



ございました。大変助かりました。以上です。 

 

〇 大島清隆委員 

３月の初めに父が亡くなりまして、ごく内輪の家族葬でと考えておりまして

こちらにご連絡をいたしませんでしたが、先ほど会長から香典をいただきまし

た。ありがとうございました。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

午後３時１０分、議長は閉会を宣する。 


